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地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

【人員基準】

① 医師：入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数

※サテライト型施設は、本体施設の医師が入所者全員の病状等を把握し、

施設療養全体の管理に責任を持つ場合であって、両施設の入所者に適

切な処遇が行える場合は医師を置かないことができる。

② 生活相談員：１以上（常勤）

※社会福祉法第１９条第１項各号のいずれかに該当する者又は同等以上の

能力を有すると認められる者。（社会福祉主事、社会福祉士、精神保健

福祉士等）

⇒資格要件について保険者で取扱いが異なる場合があるので必ず確認す

ること。（参考資料 P.37～40）

※２人目以降の生活相談員が時間帯を明確に区分し、施設運営法人内の職

務に従事する場合は常勤でなくても可。

※サテライト型施設（本体施設が介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福

祉施設又は介護老人保健施設に限る）は、常勤換算方法で１以上であれば

非常勤可。

※サテライト型施設（本体施設が介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福

祉施設又は介護老人保健施設に限る）は、本体施設の生活相談員又は支援

相談員が両施設に適切にサービスを提供できる場合は、生活相談員を置

かないことができる。

③ 介護職員又は看護職員：介護職員及び看護職員の合計数は、常勤換算方法で、

入所者の数が３又はその端数を増すごとに１以上。（看護職員は１以上）。

※介護職員及び看護職員は 1人以上常勤。

※サテライト型施設の看護職員は常勤換算方法で１以上であれば非常勤可。

④ 栄養士又は管理栄養士：１以上

※サテライト型施設（本体施設が介護老人福祉施設、介護老人保健施設、

介護医療院又は病床 100 以上の病院である場合に限る）は、両施設に適切

にサービス提供できる場合は、栄養士又は管理栄養士を置かないことがで
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きる。

※他の社会福祉施設等の栄養士又は管理栄養士との連携を図ることにより

当該指定地域密着型介護老人福祉施設の効果的な運営を期待することが

できる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、栄養士又は管理

栄養士を置かないことができる。

⑤ 機能訓練指導員：１以上

※サテライト型施設（本体施設が介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福

祉施設又は介護老人保健施設である場合に限る）は、本体施設の機能訓練

指導員等が両施設に適切にサービス提供できる場合は、機能訓練指導員

を置かないことができる。

⑥ 介護支援専門員：１以上

※サテライト型施設（本体施設が介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福

祉施設、介護老人保健施設、介護医療院又は病院（指定介護療養型医療施

設）である場合に限る）は、本体施設の介護支援専門員が両施設に適切に

サービス提供できる場合は、介護支援専門員を置かないことができる。

※介護支援専門員は利用者の処遇に支障がない場合は、当該事業所の他の

職務に従事することが可能。兼務を行う介護支援専門員の配置により、介

護支援専門員の配置基準を満たすこととなると同時に、兼務を行う他の

職務に係る常勤換算上も、当該介護支援専門員の勤務時間の全体を当該

ほかの職務に係る勤務時間として参入することができる。

（⇒適切に計画作成に関する業務が実施されていない場合、兼務は認めら

れない旨の指導を行う可能性有。）

⑦ 管理者：常勤専従１人

※ただし当該指定地域密着型介護老人福祉施設の管理上支障がない場合

は、当該事業所及び同一敷地内にあるほかの事業所、施設等又は本体施

設（サテライト型施設の管理者のみ）の職務に従事することができる。

（⇒兼務の場合にはそれぞれの勤務実態が分かるよう明確な書類が必要。）

【ユニット型の勤務体制】

・入居者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視したサービ

ス提供に配慮する観点から職員配置を行う。
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・従業者が一人一人の入居者について、個性・心身の状況・生活歴などを具体的

に把握した上で、「馴染みの関係」を構築することが求められる。

（１）昼間：ユニットごとに常時１人以上の介護職員又は看護職員を配置

夜間、深夜：２ユニットごとに１人以上の介護職員又は看護職員を配置

（２）ユニットごとに常勤のユニットリーダーを配置

ユニットリーダー研修を受講した従業者を各施設に２名以上配置

※２ユニット以下の場合は１名で可。

※研修受講者が配置されているユニット以外のユニットでは、ユニッ

トケアに責任を持つ従業者を決めることで可。この場合、研修受講者は、

研修で得た知識等をリーダー研修を受講していないユニットの責任者

に伝達するなど当該施設におけるユニットの責任者に伝達するなど当

該施設におけるユニットケアの質の向上の中核となることが求められ

る。

【設備基準】

事業所の設備（福祉用具等も含む）については、安全面、衛生面が欠如してい

ないか定期的に点検等を行うこと。また耐用年数等も考慮しながら計画的な管

理をすること。

＜ユニット型以外＞

① 居室

・１居室の定員：１名（必要と認められる場合は２名）

・入所者１人あたりの床面積は１０．６５㎡以上

・ブザー又はこれに代わる設備を設ける。

② 静養室

・介護・看護職員室に近接して設ける。

③ 浴室

④ 洗面設備

・居室のある階ごとに設ける。

⑤ 便所

・居室のある階ごとに設ける。

・ブザー又はこれに代わる設備を設ける。

⑥ 医務室

※本体施設が介護老人福祉施設又は地域密着型介護老人福祉施設であるサ
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テライト型施設は、必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて

臨床検査設備を設けることで医務室を置かないことができる。

⑦ 食堂及び機能訓練室

・それぞれ必要な面積を有し、合計面積が入所定員×３㎡以上

・それぞれに支障がない場合は同一の場所で可。

⑧ 廊下幅

・１．５ｍ以上（中廊下は１．８ｍ以上）

⑨ 消化設備その他の非常災害に際して必要な設備を設ける。

＜ユニット型＞

① ユニット

・１ユニットは概ね１０人以下とし、１５人を超えないものとする。

② 居室

・いずれかのユニットに属し、共同生活室に近接して一体的に設ける。

・１居室の定員：１名（必要と認められる場合は２名）

・入所者１人あたりの床面積は１０．６５㎡以上

・ブザー又はこれに代わる設備を設ける。

③ 共同生活室

・ユニット入居定員×２㎡以上

④ 洗面設備

・居室ごとに設けるか共同生活室ごとに設ける。

⑤ 便所

・居室ごとに設けるか共同生活室ごとに設ける。

・ブザー又はこれに代わる設備を設ける。

⑥ 浴室

⑦ 医務室

※本体施設が介護老人福祉施設であるサテライト型施設は、必要な医薬品

及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けることで

医務室を置かないことができる。
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【運営基準】

●内容及び手続きの説明及び同意

サービスの提供開始に際しては、入所者又はその家族に対し、運営規定の概

要、従業者の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、提供するサー

ビスの第三者評価の実施状況等の入所申込者のサービスの選択に資すると

認められる重要事項を記した文書を交付して説明の上、同意を得ること。

●提供拒否の禁止

正当な理由なくサービスの提供を拒んではならない。特に要介護度や所得の

多寡を理由に拒否してはならない。正当な理由とは、事業所の現員から利用

申込に応じきれない場合や、申込者の居住地が事業の実施地域外である場合

等である。

●サービス提供困難時の対応

入所申込者が入院治療を必要とする場合、適切なサービスを提供することが

困難な場合には、適切な病院等を紹介する等の措置を講じること。

●受給資格等の確認

入所の申込があった際は被保険者証の提示を求め、被保険者資格、要介護認

定の有無、認定有効期間、審査会の意見記載の有無等を確認すること。

●要介護認定の申請の援助

入所の際に要介護認定を受けていない入所申込者については、認定申請が行

われているか確認し、行われていない場合は必要な援助を行うこと。また、

要介護認定の更新申請が有効期間満了日の３０日前までに行われるよう必

要な援助を行うこと。

●入退所

入所申込者の数が入所定員を超えている場合には、介護の必要の程度及び家

族等の状況を勘案し、サービスを受ける必要性が高いと認められる申込者を

優先的に入所させるよう努めること。

●サービス提供の記録

サービスを提供した際は、具体的なサービス内容を記録し保存すること。

（保存年限は条例により市町村ごとに異なるため要確認）
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●利用料等の受領

法定代理受領サービスとして提供されるサービスの入所者負担として、サー

ビス費用基準額の１割、２割又は３割の支払いを受けるものとする。また法

定代理受領サービスでないサービスを提供する際は、法定代理受領サービス

の額と不合理な差額を設けてはならない。

上記のほか、以下の費用の額の支払いを利用者から受けることができる。

1．食事の提供に要する費用

2．居住に要する費用

3．厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な居室

及び特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

4．理美容代

5．1～4のほか、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護にお

いて提供され便宜のうち、日常生活においても通常必要となるもの

に係る費用であって、その入所者に負担させることが適当と認めら

れるもの。

※費用の支払いを受けるサービスを提供するに当たっては、あらかじめ、入所

者又はその家族に対し、サービスの内容及び費用の額について記した文書

を交付して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

【参照】

「居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針」

（H17.9.7 告示 419 号）

「厚生労働大臣の定める利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る基準」

（H12.3.30 告示 123 号）

●保険給付の請求のための証明書の交付

法定代理受領サービスに該当しないサービスに係る費用の支払いを受けた

際は、「サービス提供証明書」を入所者に交付すること。

●指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針

サービスの提供にあたり、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保

護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束を行ってはならない。
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やむを得ず行う場合は、態様、その時間、入所者の心身の状況並びに緊急や

むを得ない理由等を記録しなければならない。

また、施設は身体的拘束等の適正化のため次の措置を講じなければならない。

・身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上

開催（テレビ電話等活用可）し、その結果を従業者に周知すること。

・身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

・従業者に対し研修を定期的に(年２回以上)実施すること。

●施設サービス計画の作成

・管理者は、介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関する主要な過

程を担当させること。

・同計画の作成にあたり、適切な方法で課題分析を行うこと。

・解決すべき課題の把握については、入所者及び家族に対し十分に説明し、

理解を得ること。

・アセスメント結果に基づき、家族の希望も勘案して計画原案を作成するこ

と。

・計画原案について、サービス担当者会議の開催等により専門的な見地か

ら意見を求めること。（サービス担当者会議については、テレビ電話等を

活用して行うことが可能。）

・計画原案の内容について、入所者又は家族に対し説明し、文書により同

意を得ること。

・計画を作成した際は、入所者に交付すること。

・計画作成後、実施状況の把握を行い、必要に応じて変更を行うこと。

・実施状況の把握にあたっては、定期的に入所者に面接し記録すること。

⇒（運営指導指摘事項）：計画の同意日がサービス提供開始後となっている。

●介護

・１週間に２回以上入所者を入浴させ、又は清しきすること。

・入所者の心身の状況に応じ、適切な方法で排泄の自立について援助を行

うこと。（おむつの使用者に対しても適切に取り替えを行うこと。）

・褥創が発生しないよう適切な介護を行い、予防体制を整備すること。

・常時１人以上の介護職員を配置し、介護に従事させること。

●食事

＜ユニット型以外＞
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入所者の自立支援に配慮しできるだけ離床して食堂で食事を行うよう努め

ること。夕食時間は午後６時以降が望ましいが、早くても午後５時以降とす

ること。また、食事内容について医師又は栄養士若しくは管理栄養士を含む

会議において検討を加えること。

＜ユニット型＞

入居者が相互に社会的関係を築くことができるよう、共同生活室で食事を摂

ることを支援すること。また、入居者の生活習慣を尊重した適切な時間に食

事を提供し、自立して食事を摂ることができるよう必要時間を確保すること。

●相談及び援助

入所者の状況等の把握に努め、入所者又はその家族の相談に応じるとともに

必要な助言、援助を行うこと。

●社会生活上の便宜の提供等

・教養娯楽設備等を備えるほか、適宜入所者のためのレクリエーション行

事を行わなければならない。

・必要な行政機関等に対する手続きについて、入所者又はその家族において

手続きすることが困難である場合は、その者の同意を得て、代わって行

わなければならない。

・常に入所者家族との連携を図るとともに、入所者とその家族の交流等の

機会を確保するよう努めなければならない。

・入所者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。

●機能訓練

入所者に対し、その心身の状況に応じ、日常生活を営むのに必要な機能を

改善し、またはその減退を防止するための訓練を行うこと。

●栄養管理(令和６年３月３１日までは努力義務)

入所者に対し、栄養状態の維持及び改善を図り自立した日常生活を営むこと

ができるよう、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行うこと。

●口腔衛生の管理 (令和６年３月３１日までは努力義務)

入所者に対し、口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができ

るよう、口腔衛生の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管

理を計画的に行うこと。

8



●健康管理

施設の医師または看護職員は、常に入所者の健康状況に注意し、必要に応じ

て健康保持のための適切な措置を採ること。

●入所者の入院期間中の取扱い

入所者が入院となった場合、入院後概ね３月以内に退院することが明らかに

見込まれるときは、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該施

設に円滑に入所できるようにすること。

●利用者に関する市町村への通知

利用者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を

市町村に通知しなければならない。

一 正当な理由なしにサービス利用に関する指示に従わないことにより、

要介護状態の程度を増進させたと認められるとき

二 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとし

たとき

●緊急時等の対応

入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ配置医師による対応等の対

応方針を定めておかなければならない。

●管理者による管理

管理者は専ら当該施設の職務に従事する常勤の者でなければならない。た

だし、管理上支障がない場合は、同一敷地内の他事業所、施設又は本体施

設の職務に従事することができる。

●管理者の責務

管理者サービス利用申込の調整、業務の実施状況の把握、その他の管理を一

元的に行うものとする。

●計画担当介護支援専門員の責務

計画担当介護支援専門員は次に掲げる業務を行うものとする。

・入所に際し居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の

状況、生活歴、病歴、サービスの利用状況等を把握すること。

・入所者の状況、置かれている環境等に照らし、その者が居宅において、日

常生活を営むことができるかどうか定期的に検討すること。
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・退所に際し必要な援助を行うこと。

・身体的拘束、苦情、事故発生について記録すること。

●運営規程

施設は、次に掲げる運営についての重要事項に関する規程を定めておかなけ

ればならない。

・施設の目的及び運営の方針

・従業者の職種、員数及び職務の内容

・入所定員

・ユニットの数及びユニットごとの入居定員（ユニット型の場合）

・入所者に対するサービスの内容及び利用料その他の費用の額

・施設の利用にあたっての留意事項

・緊急時等における対応方法

・非常災害対策

・虐待の防止のための措置に関する事項（令和６年３月３１日までは努力義

務）

・その他施設の運営に関する重要事項

●勤務体制の確保等

・原則として月ごとに勤務表を作成すること。

・従業者の資質向上のため、研修の機会を確保すること。

全ての従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保

険法第８条第２項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他

これに類する者を除く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講さ

せるために必要な措置を講じなければならない。（令和６年３月３１日ま

では努力義務）

・職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動で

あって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境

が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じな

ければならない。

⇒（運営指導指摘事項）

・研修を実施していない、研修の計画や実施状況が確認できない。

・看護職員・機能訓練指導員の兼務で、それぞれの職務に従事する時間の

区分がされておらず、勤務表上で確認できない。
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●業務継続計画（ＢＣＰ）の策定等 （令和６年３月３１日までは努力義務）

・感染症や非常災害の発生時において、入所者に対するサービスの提供を継

続的に実施し、および非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業

務継続計画）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければ

ならない。

・従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓

練を定期的に実施しなければならない。

●定員の厳守

入所定員及び居室の定員を超えて入所させてはならない。（災害等を除く。）

●非常災害対策

事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への

通報及び連携体制を整備し、定期的に従業者へ周知するとともに、定期的に

避難、救出等訓練を行わなければならない。

⇒（運営指導指摘事項）

・法人としてのマニュアルは作成されているが、現状と異なっている。

・従業者がマニュアルの存在・内容を把握していない。

・避難経路として想定されている場所に障害物があり、避難の妨げとなっ

ている。

●衛生管理等

・医薬品及び医療機器の管理を適正に行うこと。

・感染症対策委員会等をおおむね３月に１回以上開催し、その結果について

介護職員その他従業員へ周知徹底を図ること。（テレビ電話等の活用可）

・感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

・感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を開催すること。

※施設にて指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な教育（年２

回以上）を開催するとともに、新規採用時には必ず研修を実施するこ

と。）

・感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

（３年間の経過措置があり、令和６年３月３１日までは努力義務。）

※実際に感染症が発生した場合を想定し、発生時の対応について、訓練

（シミュレーション）を定期的（年２回以上）に行うことが必要。

訓練においては、感染症発生時において迅速に行動できるよう、指針及

び研修内容に基づき、役割分担の確認や感染対策をした上でのケアの
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演習などを実施すること。

●協力病院等

・入院治療を必要とする入所者のために、あらかじめ協力病院を定めること。

・協力歯科医療機関を定めておくよう努めること。

●掲示

・施設の見やすい場所に重要事項を掲示すること。

・事業所に備え付け、かつ、自由に閲覧することが可能な形で備え置くこと等

でも可能。

●秘密保持等

従業者は正当な理由なく、業務上知り得た入所者等の情報を漏らしてはな

らない。また、施設は居宅介護支援事業者等に対し入所者に関する情報を

提供する際は、あらかじめ文書により入所者の同意を得ておかなければな

らない。

●広告

施設について広告をする場合は、その内容が虚偽、誇大となってはならない。

●居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止

施設は居宅介護支援事業者に対し、被保険者に当該施設を紹介することの

対償として利益を供与してはならない。

●苦情処理

苦情を受け付けるための窓口を設置することのほか、施設における苦情を処

理するために講じる措置の概要について明らかにし、重要事項説明書等に

記載し、掲示すること。また、苦情を受け付けた場合はその内容を記録し保

存すること。（※保存年限は市町村により異なるため要確認。）

●事故発生の防止及び発生時の対応

・事故発生防止のための指針を整備すること。

・事故発生時に施設全体で情報共有し、再発防止に繋がる体制を整備する

こと。

・事故発生防止のための委員会を設置し、定期開催すること。（テレビ電話

等活用可）
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・事故発生防止のための研修を年２回以上開催すること。

・事故状況及び処置の内容について記録、保存し、医療機関を受診した等の

場合は市町村へ報告を行うこと。

・事故発生防止のための指針の整備、委員会及び研修の開催等を適切に実施

するための安全対策担当者を置かなければならない。

●虐待の防止（令和６年３月３１日までは努力義務）

・虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければ

ならない。

（１）虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催（テレビ電

話等活用可）するとともに、その結果について介護職員その他の従業者

に周知徹底を図ること。

（２）虐待の防止のための指針を整備すること。

（３）従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に（年２回以上）実施

するとともに、新規採用時にも必ず実施すること。

（４）（１）～（３）の措置を適切に実施するための担当者を置くこと。当該

担当者としては、虐待防止検討委員会の責任者と同一の従業者が務め

ることが望ましい。

●地域との連携等

・運営推進会議をおおむね２月に１回以上開催（テレビ電話等活用可）し、活

動状況を報告し、評価を受けるとともに、必要な要望、助言等を聴く機会を

設けなければならない。またその内容について記録し、公表することととも

に、その記録について保存をすること。（※保存年限は市町村により異なる

ため要確認。）
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◆ 報酬に関する基準についての要点 ◆

報酬に関する詳細な算定要件等は、厚生労働省ＨＰや参考文献等をご確認くだ

さい。（参考：P.46～自己点検シート）

（１）日常生活継続支援加算

・届出を行った月以降においても、毎月において直近６月間又は１２月間の要

介護４又は５の者の占める割合がそれぞれ所定の割合以上であること。これ

らの割合については毎月記録すること。

（２）夜勤職員配置加算

・１日平均夜勤職員数は、歴月ごとに夜勤時間帯（午後１０時から翌日の午前

５時までの時間を含めた連続する１６時間をいう。）における延夜勤時間数

を、当該月の日数に１６を乗じて得た数で除することによって算定し、小数

点第３位以下は切り捨てるものとする。

⇒歴月毎に確認を必ず行うこと。

（３）個別機能訓練加算

個別機能訓練加算（Ⅰ）

次のいずれの基準にも該当する場合に、１日につき所定単位数を加算する。

（１）個別機能訓練加算は、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活

相談員その他の職種の者が共同して、個別機能訓練計画に基づき、

計画的に行った機能訓練（以下「個別機能訓練」という。）につい

て算定する。

（２）個別機能訓練加算に係る機能訓練は、専ら機能訓練指導員の職務に

従事する機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他

の職種の者を１名以上配置して行うものであること。

（３）個別機能訓練を行うに当たっては、機能訓練指導員、看護職員、介

護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとにそ

の目標、実施方法等を内容とする個別機能訓練計画を作成し、これ

に基づいて行った個別機能訓練の効果、実施方法等について評価等

を行う。

（４）個別機能訓練を行う場合は、開始時及びその３月ごとに１回以上利

用者に対して個別機能訓練計画の内容を説明し、記録する。利用者

に対する説明は、テレビ電話等を活用して行うことができるものと

すること。ただし、テレビ電話等の活用について当該利用者の同意
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を得なければならないこと。

（５）個別機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は、

利用者ごとに保管され、常に当該事業所の個別機能訓練の従事者に

より閲覧が可能であるようにすること。

個別機能訓練加算（Ⅱ）

次のいずれの基準にも該当する場合に、１月につき所定単位数を加算

（１）個別機能訓練加算（Ⅰ）の基準のいずれにも適合すること。

（２）個別機能訓練計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、機能訓練

の実施に当たって当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施の

ために必要な情報を活用すること。なお、厚生労働省への情報の提

出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。

⇒（運営指導指摘事項）

・共同して計画作成していない。

・３月ごとに１回以上、計画内容の説明をしていない、記録がない。

（４）栄養管理の未実施に係る減算（令和６年３月３１日までは努力義務）

次の基準のいずれかを満たさない場合は、１日につき１４単位を所定単位数

から減算する。

（１）指定地域密着型サービス基準第１３１条に定める栄養士又は管理栄

養士の員数を置いていること。

（２）指定地域密着型サービス基準第１４３条の２（指定地域密着型サー

ビス基準第１６９条において準用する場合を含む。）に規定する基

準のいずれにも適合していること。

※ 栄養マネジメント加算は廃止。

（５）栄養マネジメント強化加算

次の基準をいずれも満たすものとして市町村長に届け出た施設において算定

できる。

（１）管理栄養士を常勤換算方式で入所者の数を５０（施設に常勤栄養士

を１人以上配置し、給食管理を行っている場合は７０）で除して得

た数以上配置すること

（２）低栄養状態のリスクが高い入所者に対し、医師、管理栄養士、看護

師等が共同して作成した、栄養ケア計画に従い、食事の観察を週３
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回以上行い、入所者ごとの栄養状態、嗜好等を踏まえた食事の調整

等を実施すること。

（３）低栄養状態のリスクが低い入所者にも、食事の際に変化を把握し、

問題がある場合は、早期に対応すること

（４）入所者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、継続的な栄

養管理の実施に当たって、当該情報その他継続的な栄養管理の適切

かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。なお、厚

生労働省への情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこと。

（５）定員利用・人員基準に適合していること。

（６）口腔衛生管理体制加算（廃止）

（７）口腔衛生管理加算

口腔衛生管理加算（Ⅰ）

次のいずれの基準にも該当する場合に、１月につき所定単位数を加算する。

（１）歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び

指導に基づき、入所者の口腔衛生等の管理に係る計画が作成されて

いること。

（２）歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔衛生等

の管理を月２回以上行うこと。

（３）歯科衛生士が（１）における入所者に係る口腔衛生等の管理につい

て、介護職員に対し、具体的な技術的助言及び指導を行うこと。

（４）歯科衛生士が、（１）における入所者の口腔に関する介護職員から

の相談等に必要に応じ対応すること。

（５）定員利用・人員基準に適合していること。

口腔衛生管理加算（Ⅱ）

次のいずれの基準にも該当する場合に、１月につき所定単位数を加算する。

（１）口腔衛生管理加算（Ⅰ）の基準のいずれにも適合すること。

(２）入所者ごとの口腔衛生等の管理に係る情報を厚生労働省に提出し、

口腔衛生の管理の実施に当たって当該情報その他口腔衛生の管理の

適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。な

お、厚生労働省への情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行う

こと。

※この加算は、医療保険において歯科訪問診療料が算定された日の属す

16



る月であっても算定可能だが、訪問歯科衛生指導料が算定された日の

属する月においては、訪問歯科衛生指導料が３回以上算定された場合

には算定できない。

⇒（運営指導指摘事項）

・歯科衛生士が歯科医師の指示を受けていない。

（８）療養食加算

次に掲げるいずれの基準にも適合し、市町村長に届出を行った上で、基準の

食事を提供した時は、１日に３回を限度として当該加算の算定が可能。

・利用者の病状等に応じて、主治の医師より利用者に対し疾患治療の直接手

段として発行された食事せんに基づき、利用者等告示に示された療養食

（糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異

常症食、痛風食及び特別な場合の検査食）を提供したとき、

・食事の提供については管理栄養士又は栄養士によって管理されている。

・入所者の状況等により適切な栄養量及び内容での食事提供がされている。

・食事提供をする施設が、定員超過利用・人員基準欠如に該当していない。

なお、当該加算を行う場合は療養食の献立表が作成されている必要がある。

（９）配置医師緊急時対応加算

・配置医師が施設の求めに応じ、早朝、夜間又は深夜に、可及的速やかに施設

に赴き診療をおこなった場合の算定を基本としているため、定期的ないし計

画的に施設に赴いて診療を行った場合は算定できない。

⇒（運営指導指摘事項）

・診療依頼時間、配置医師が診療を行った時間、内容についての記録がされ

ていない。

（１０）生活機能向上連携加算

・外部のリハビリテーション専門職等と連携し、共同してアセスメントや個別

機能訓練計画等の作成を行っていること。個別機能訓練計画の進捗状況等に

ついて、３月ごとに１回以上評価した上で、利用者又は家族に内容等の説明

（テレビ電話等活用可）及び記録を行い、必要に応じて計画の見直し等を行

うこと。機能訓練に関する記録は、利用者ごとに保管され、常に施設の機能

訓練指導員等が閲覧可能であるようにすること。
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（１１）看取り介護加算

看取り介護加算（Ⅰ）

【厚生労働省が定める施設基準】に適合しているものとして、市町村に届出

を行っている施設において、【厚生労働省が定める基準に適合する入所者】

について看取り介護を行った場合、死亡日前４５日以内について算定可能。

【厚生労働省が定める施設基準】

・常勤の看護師が１名以上配置

・施設又は、外部の看護職員と連携し２４時間連絡体制を確保。

・看取りに関する指針を定め、入所の際に入所者又は、その家族に対して同

意を得ている。

・多職種で協議の上、適宜指針の見直しを行っている。

・看取りに関する職員研修を行っている。

・看取りを行う際に、個室又は静養室を利用している。

【厚生労働大臣が定める基準に適合する入所者】

・医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診

断した者。

・入所者又はその家族等の同意を得て、当該入所者の看取り介護に係る計画

が作成されていること。

・医師、看護師、介護職員等が共同して、入所者の状態又は家族の求め等に

応じ随時、本人又はその家族への説明を行い、同意を得て、看取り介護が

行われていること。

※ 退所日の翌日から死亡日までの間は算定不可。

※ 施設退所月と死亡月が異なる場合も算定可能だが、本加算においては死亡

月にまとめて算定することから、入所してない月にも入所者に自己負担分

の請求がされるため、その説明を行った上で、文書にて同意を得る必要が

ある。

※ 入所者等への随時の説明等には、口頭で同意を得た場合については、介護

記録に説明日時、内容、同意を得た旨を記載することが必要。

看取り介護加算（Ⅱ）

看取り介護加算（Ⅰ）の要件すべてを満たすこと、かつ、以下についても要

件を満たす場合は算定可。

・配置医師緊急時対応加算の施設基準に該当すること。
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・対象となる入所者が施設内で死亡した場合

・看取り介護加算（Ⅰ）の算定をしていないこと。

（１２）褥瘡マネジメント加算

褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）

次のいずれの基準にも該当する場合に、所定単位数を加算する。

・入所者等ごとに褥瘡の発生と関連のあるリスクについて、施設入所時等

に評価するとともに、少なくとも３月に１回、評価を行い、その評価結

果等を厚生労働省に提出し、褥瘡管理の実施に当たって当該情報等を活

用していること。

・評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者等ごとに、多

職種の者が共同して、褥瘡管理に関する褥瘡ケア計画を作成しているこ

と。

・入所者等ごとの褥瘡ケア計画に従い褥瘡管理を実施するとともに、その

管理の内容や入所者等ごとの状態について定期的に記録していること。

・評価に基づき、少なくとも３月に１回、入所者等ごとに褥瘡ケア計画を

見直していること。

褥瘡マネジメント加算（Ⅱ）

褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）の算定要件を満たしている施設等において、

施設入所時等の評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者

等について、褥瘡の発生のないこと。

※ 加算（Ⅰ）（Ⅱ）は併算不可。

※ 情報の提出については、「ＬＩＦＥ」を用いて行うこと。

（１３）排せつ支援加算

・入所者ごと、要介護状態の軽減の見込みについて、入所時、入所後は少なく

とも６か月に１回評価を行い、その評価結果等を厚生労働省に提出し、排せ

つ支援に当たって必要な情報を活用していること。

・評価の結果、排せつに介護を必要とする入所者であって、適切な対応によっ

て要介護状態の軽減が見込まれると医師等が判断した者に対して、多職種の

者が共同して排せつに介護を要する原因の分析、支援計画の作成を行い、計

画に基づく支援を継続して実施している。

・評価に基づき少なくとも３か月に１回は入所者ごとに支援計画を見直してい

ること。
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※ 情報の提出については、「ＬＩＦＥ」を用いて行うこと。

（１４）外泊時在宅サービス利用の費用について

・入所者に対して、居宅における外泊を認め、当該入所者が施設により提供さ

れる在宅サービスを利用した場合は、１月に６日を限度として所定単位に代

えて算定する。サービスの提供に当たってはその必要性を検討した上で、利

用者又は家族に対して加算の趣旨を十分説明に同意を得た上で実施するこ

と。

・介護老人福祉施設の介護支援専門員が外泊時に係る在宅サービスの計画を作

成する。計画は利用者が可能な限りその居宅において自立した生活が営める

よう配慮した計画を作成すること。

（１５）身体拘束廃止未実施減算

・施設において身体拘束等が行われていた場合ではなく、記録を行っていない

場合に、入所者全員について所定単位数から減算となる。具体的には、記録

を行っていない、身体拘束の適正化のための対策を検討する委員会を３月に

１回以上開催していない、身体拘束適正化のための指針を整備していない又

は、身体拘束適正化のための定期的な研修を実施していない事実が生じた場

合に、速やかに改善計画を県に提出し、３月後に計画に基づく改善状況を県

に報告する必要がある。

（１６）低栄養リスク改善加算（廃止）

（１７）認知症専門ケア加算

次の基準に適合しているものとして市町村長に届け出た施設が、日常生活に

支障をきたすおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要と

する認知症の者（以下「対象者」という：日常生活自立度ランクⅢ、Ⅳ、Ｍ

に該当する利用者」）に対し、専門的な認知症ケアを行った場合に、１日に

つき所定単位数を加算する。

認知症専門ケア加算（Ⅰ）

・入所者の総数のうち、対象者の占める割合が１／２以上（届出日の属

する月の前３月の各月末時点の平均で算定）であること。

・認知症介護に係る専門的な研修（「認知症介護実践リーダー研修」、

認知症看護に係る適切な研修）を修了している者を、対象者数が２０
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人未満の場合は１以上、２０人以上の場合は１に加え対象者数が１９

を越えて１０又はその端数を増すごとに１以上配置（２０人～２９人

＝２、３０人～３９人＝３、…）し、チームとして専門的な認知症ケ

アを実施していること。

・従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に

係る会議（テレビ電話等活用可）を定期的に開催していること。

認知症専門ケア加算（Ⅱ）

・認知症専門ケア加算（Ⅰ）の基準に適合していること。

・認知症介護の指導に係る専門的な研修（「認知症介護指導者養成研

修」、認知症看護に係る適切な研修）を修了している者を１名以上配

置し、施設全体の認知症ケアの指導等を実施していること。

・介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、当

該計画に従い、研修を実施又は実施を予定していること。

※ 加算（Ⅰ）（Ⅱ）は併算不可。

（１８）安全対策体制加算

次の基準に適合しているものとして市町村長に届け出た施設が、入所者に対

しサービスを行った場合、入所初日に限り所定単位数を加算する。

・ 基準条例第１５５条第１項に規定する基準（委員会の開催、指針の整備、

研修の実施、担当者の設置等）に適合していること。

・ 基準条例第１５５条第１項第４号に規定する安全対策担当者が安全対策に

係る外部における研修を受けていること。

・ 施設内に安全管理部門を設置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備

されていること。

（１９）安全管理体制未実施減算

・基準条例第１５５条第１項に規定する基準（委員会の開催、指針の整備、研

修の実施、担当者の設置等）を満たさない場合は、１日につき所定単位数か

ら減算する。

⇒令和３年１０月１日以降、担当者を設置していないと減算になるので注意。
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（２０）サービス提供体制強化加算

次の基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た施設は算定でき

る。（いずれの加算も、定員利用・人員基準に適合していることが必要）

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

次の基準のいずれにも適合すること。

ア 次のいずれかに適合すること。

（ア）介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が８０%以上であ

ること。

（イ）介護職員の総数のうち、勤続年数１０年以上の介護福祉士の占め

る割合が３５%以上で あること。

イ 提供するサービスの質の向上に資する取組を実施していること。

サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

・介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が６０%以上であるこ

と。

サービス提供体制強化加算(Ⅲ)

次の基準のいずれかに適合すること。

ア 介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が５０%以上であるこ

と。

イ 看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が７５%以上であ

ること。

ウ サービスを利用者・入所者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数

７年以上の者の占める割合が３０%以上であること。

※ 職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度（３

月を除く）の平均を用いること。

⇒ 毎年度、職員の割合の算出し、確認を行うこと。

※ 加算（Ⅰ）～（Ⅲ）の併算不可。また、日常生活継続支援加算を算定して

いる場合は、算定不可。
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（２１）ＡＤＬ維持等加算

ＡＤＬ維持等加算（Ⅰ）

次のいずれの基準にも該当する場合に、１月につき所定単位数を加算す

る。

イ 利用者等(当該施設等の評価対象利用期間が６月を超える者）の総数が

１０人以上であること。

ロ 利用者等全員について、利用開始月と、当該月の翌月から起算して６月

目（６月目にサービスの利用がない場合はサービスの利用があった最終

月）において、Barthel Indexを適切に評価できる者がＡＤＬ値を測定

し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に提出していること。

ハ 利用開始月の翌月から起算して６月目の月に測定したＡＤＬ値から利用

開始月に測定したＡＤＬ値を控除し、初月のＡＤＬ値や要介護認定の状

況等に応じた値を加えて得た値（調整済ＡＤＬ利得）について、利用者

等から調整済ＡＤＬ利得の上位及び下位それぞれ１割の者を除いた者を

評価対象利用者等とし、評価対象利用者等の調整済ＡＤＬ利得を平均し

て得た値が１以上であること。

ＡＤＬ維持等加算（Ⅱ）

・ＡＤＬ維持等加算（Ⅰ）のイとロの要件を満たすこと。

・評価対象利用者等の調整済ＡＤＬ利得を平均して得た値が２以上である

こと。

※ 加算（Ⅰ）（Ⅱ）は併算不可。

※ 厚生労働省への情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこと。

（２２）科学的介護推進強化加算

イ 科学的介護推進体制加算（Ⅰ）

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

（１）入所者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他

の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出し

ていること。

（２）必要に応じて施設サービス計画を見直すなど、サービスの提供に当

たって、（１）に規定する情報その他サービスを適切かつ有効に提供

するために必要な情報を活用していること。

ロ 科学的介護推進体制加算（Ⅱ）

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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（１）イ（１）に規定する情報に加えて、入所者ごとの疾病の状況等の情報

を、厚生労働省に提出していること。

（２）必要に応じて施設サービス計画を見直すなど、サービスの提供に当た

って、イ（１）に規定する情報、（１）に規定する情報その他サービ

スを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。

※ 加算（Ⅰ）（Ⅱ）は併算不可。

※ 情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。

※ 施設は、入所者に提供する施設サービスの質を常に向上させていくた

め、計画（Ｐｌａｎ）、実行（Ｄｏ）、評価（Ｃｈｅｃｋ）、改善（Ａ

ｃｔｉｏｎ）のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、質の高いサービ

スを実施する体制を構築するとともに、その更なる向上に努めることが

重要であり、具体的には、次のような一連の取組が求められる。したが

って、情報を厚生労働省に提出するだけでは、本加算の算定対象とはな

らない。
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令和 年 月 日

このことについて、関係書類を添えて以下のとおり届け出ます。

指定年

月日 年月日
 1新規　2変更　3終了

 1新規　2変更　3終了

 1新規　2変更　3終了
 1新規　2変更　3終了

 1新規　2変更　3終了
 1新規　2変更　3終了
 1新規　2変更　3終了

 1新規　2変更　3終了
 1新規　2変更　3終了

 1新規　2変更　3終了
 1新規　2変更　3終了

 1新規　2変更　3終了
 1新規　2変更　3終了

 1新規　2変更　3終了
 1新規　2変更　3終了

（指定を受けている場合）

備考1　「受付番号」欄には記載しないでください。
　　2　「法人である場合その種別」欄は、申請者が法人である場合に、「社会福祉法人」「医療法人」「社団法人」
　　　「財団法人」「株式会社」「有限会社」等の別を記入してください。
　　3　「法人所轄庁」欄、申請者が認可法人である場合に、その主務官庁の名称を記載してください。
　　4　「実施事業」欄は、該当する欄に「〇」を記入してください。
　　5　「異動等の区分」欄には、今回届出を行う事業所について該当する数字に「〇」を記入してください。
　　6　「異動項目」欄には、(別紙1－３)「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」に掲げる項目（施設等の区分、

人員配置区分、その他該当する体制等、割引）を記載してください。
　　7　「特記事項」欄には、異動の状況について具体的に記載してください。
　　8　「主たる事業所の所在地以外の場所で一部実施する場合の出張所等の所在地」について、複数の出張所等を
　　　有する場合は、適宜欄を補正して、全ての出張所等の状況について記載してください。

事
業
所
の
状
況

フリガナ
事業所・施設の名称

複合型サービス

既に指定等を受けている事業

関係書類 別添のとおり

医療機関コード等

特
記
事
項

変　更　前 変　更　後

 1 有　　2 無
介護予防認知症対応型共同生活介護  1 有　　2 無

介護予防支援
地域密着型サービス事業所番号等

介護予防小規模多機能型居宅介護

指定を受けている市町村

介護保険事業所番号

居宅介護支援

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

認知症対応型共同生活介護  1 有　　2 無

 1 有　　2 無

 1 有　　2 無
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護  1 有　　2 無
定期巡回・随時対応型訪問介護看護  1 有　　2 無

介護予防認知症対応型通所介護  1 有　　2 無

 1 有　　2 無

地域密着型特定施設入居者生活介護

管理者の氏名

夜間対応型訪問介護  1 有　　2 無
届
出
を
行
う
事
業
所
の
状
況

同一所在地において行う
事業等の種類

実施事
業

異動等の区分
異動（予定） 異動項目

療養通所介護

地域密着型通所介護

管理者の住所
　(郵便番号　　―　　　)
　　　　　県　　　　郡市

市町村が定める単位の有無

(※変更の場合) (市町村記載)

 1 有　　2 無

認知症対応型通所介護  1 有　　2 無
小規模多機能型居宅介護  1 有　　2 無

電話番号 FAX番号

主たる事業所の所在地以外の場所
で一部実施する場合の出張所等の
所在地

　(郵便番号　　―　　　)
　　　　　県　　　　郡市

連 絡 先

連 絡 先 電話番号 FAX番号

氏名

代表者の住所
　(郵便番号　　―　　　)
　　　　　県　　　　郡市

主たる事業所の所在地
　(郵便番号　　―　　　)
　　　　　県　　　　郡市

名　称
所在地

受付番号

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
＜地域密着型サービス事業者・地域密着型介護予防サービス事業者用＞＜居宅介護支援事業者・介護予防支援事業者用＞

　　富士河口湖町長　　殿

届
　
出
　
者

フリガナ
名　　称

主たる事務所の所在地
　(郵便番号　　―　　　)
　　　　　県　　　　郡市
　(ビルの名称等)

連 絡 先 電話番号 FAX番号

法人である場合その種別 法人所轄庁

代表者の職・氏名 職名
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（別添） 令和　　年　　月　　日

① 入所（利用）者全員に見守り機器を使用

② 夜勤職員全員がインカム等のICTを使用 

③ 導入機器

　

　

　

ⅰ 利用者の安全やケアの質の確保、職員の負担を軽減するための委員会の設置

ⅱ 職員に対する十分な休憩時間の確保等の勤務・雇用条件への配慮

ⅲ 緊急時の体制整備（近隣在住職員を中心とした緊急参集要員の確保等）

ⅳ 機器の不具合の定期チェックの実施（メーカーとの連携を含む）

ⅴ 職員に対するテクノロジー活用に関する教育の実施

ⅵ 夜間の訪室が必要な利用者に対する訪室の個別実施

備考１　要件を満たすことが分かる議事概要を提出すること。このほか要件を満たすことが分かる根拠書類を準備し、

　　　指定権者からの求めがあった場合には、速やかに提出すること。

備考２　④ⅰの委員会には夜勤職員をはじめ実際にケア等を行う多職種の職員が参画すること。

テクノロジーを導入する場合の夜間の人員配置基準（従来型）に係る届出書

事 業 所 名

異動等区分 　1　新規　2　変更　3　終了

施 設 種 別
　1　介護老人福祉施設
　3　短期入所生活介護

2　地域密着型介護老人福祉施設

有・無

有・無

名　称

製造事業者

用　途

④ 利用者の安全やケアの質の確保、職員の負担の軽減を図るため、以下のすべての項目
　について、テクノロジー導入後、少なくとも３か月以上実施

有・無

有・無

有・無

有・無

有・無

有・無

⑤ ④ⅰの委員会で安全体制やケアの質の確保、職員の負担軽減が図られている
　ことを確認

有・無

1－1
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（別紙９－３）

　1　介護老人福祉施設

 看護体制加算に関する届出内容

定員及び入所者の状況

　定員 人 　入所者数 人

看護職員の状況

　保 健 師 　常勤 人 　常勤換算 人

　看 護 師 　常勤 人 　常勤換算 人

　准看護師 　常勤 人 　常勤換算 人

連携する病院・診療所・訪問看護ステーション

　24時間常時連絡できる体制を整備している。 有 ・ 無

施 設 種 別 2　地域密着型介護老人福祉施設

届 出 項 目
　1　看護体制加算（Ⅰ）イ
　3　看護体制加算（Ⅱ）イ

　2　看護体制加算（Ⅰ）ロ
　4　看護体制加算（Ⅱ）ロ

病院・診療所・訪問看護ステーション名 事業所番号

看護体制加算に係る届出書

事 業 所 名

異動等区分 　1　新規　2　変更　3　終了

 1－2
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（別紙９－４）

　1　介護老人福祉施設

 看取り介護体制に関する届出内容

看護職員の状況

　看 護 師 　常勤 人

連携する病院・診療所・訪問看護ステーション

　①　24時間常時連絡できる体制を整備している。

　④　看取りに関する職員研修を行う体制を整備している。

　⑦　「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関す
　　るガイドライン」等の内容に沿った取組を行っている。 有 ・ 無

　③　医師、看護職員、生活相談員、介護職員、介護支援専門員
　　その他の職種の者による協議の上、施設における看取りの実
　　績等を踏まえ、適宜、看取りに関する指針の見直しを行う体
　　制を整備している。

有 ・ 無

有 ・ 無

　⑤　看取りを行う際の個室又は静養室の利用が可能となる
　　体制を整備している。 有 ・ 無

　⑥　配置医師緊急時対応加算の算定体制の届出をしている。 有 ・ 無

有 ・ 無

　②　看取りに関する指針を定め、入所の際に、入所者又は
　　その家族等に説明し、同意を得る体制を整備している。 有 ・ 無

施 設 種 別 2　地域密着型介護老人福祉施設

病院・診療所・訪問看護ステーション名 事業所番号

看取り介護体制に係る届出書

事 業 所 名

異動等区分 　1　新規　2　変更　3　終了

 1－3
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（別紙11）

1 事業所名

2 異動区分 １　新規 ２　変更 ３　終了

3 施設種別 １　介護老人福祉施設 ２　介護老人保健施設

３　介護療養型医療施設 ４　地域密着型介護老人福祉施設

５　介護医療院

4
１．基本サービス（栄養ケア・マネジメントの実施）

栄養マネジメントに関わる者（注）

２．栄養マネジメント強化加算

注　「栄養マネジメントに関わる者」には、共同で栄養ケア計画を作成している者の職種及び氏名を記入してください。
※　要件を満たすことが分かる根拠書類を準備し、指定権者からの求めがあった場合には、速やかに提出してください。

（給食管理を
行う常勤栄養
士が1名以上
配置されてい
る場合）70で
除した数以上

ｃ．給食管理を行っている常勤栄養士
（ｂ．の管理栄養士は含まない）

人  

ａ．入所者数 人  

ｂ．栄養マネジメントを実施している管理栄養
士の総数（常勤換算）

人  →
入所者数を
50で除した
数以上

介護支援専門員

歯科医師

管 理 栄 養 士

看　護　師

栄養マネジメント体制に関する届出書

栄養マネジメント
の状況

職　種 氏　名

医　　　師

 1－4
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（別紙１２－４）
令和 年 月 日

5　介護職員等の状況
（１）サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

①に占める②の割合が80％以上
① 人

② ①のうち介護福祉士の総数（常勤換算） 人
又は
①に占める③の割合が35％以上

③ 人

　※（地域密着型）介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院は記載

（２）サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

①に占める②の割合が60％以上
① 人

② ①のうち介護福祉士の総数（常勤換算） 人

（３）サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
　　　 ※介護福祉士等の状況、常勤職員の状況、勤続年数の状況のうち、いずれか１つを満たすこと。

①に占める②の割合が50％以上
① 人

② ①のうち介護福祉士の総数（常勤換算） 人

①に占める②の割合が75％以上
① 人
② 人

①に占める②の割合が30％以上

① 人

② 人

要件を満たすことが分かる根拠書類を準備し、指定権者からの求めがあった場合には、速やかに提出すること。

4　届 出 項 目 　１　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）　２　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　３　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

有 ・ 無

有 ・ 無

介護福祉士等の
状況

介護職員の総数（常勤換算）

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

サービスの質の
向上に資する
取組の状況

サービス提供体制強化加算に関する届出書
（介護予防）短期入所生活介護、（介護予防）短期入所療養介護、介護老人福祉施設、
地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院

1　事 業 所 名

2　異 動 区 分

3　施 設 種 別

　１（介護予防）短期入所生活介護（ア 単独型　イ 併設型　ウ 空床利用型）
　２（介護予防）短期入所療養介護　　３　介護老人福祉施設
　４　地域密着型介護老人福祉施設　　５　介護老人保健施設
　６　介護療養型医療施設　　　　　　７　介護医療院

　１　新規　　　２　変更　　　３　終了

介護職員の総数（常勤換算）

①のうち勤続年数10年以上の介護福祉
士の総数（常勤換算）

常勤職員の
状況

①のうち勤続年数７年以上の者の総数
　（常勤換算）

介護福祉士等の
状況

介護職員の総数（常勤換算）

看護・介護職員の総数（常勤換算）

介護福祉士等の
状況

有 ・ 無

備考１

備考２ 介護老人福祉施設又は地域密着型介護老人福祉施設と（介護予防）短期入所生活介護において、別の加算を取
得する場合は、別に本届出書を提出すること。空床利用型の（介護予防）短期入所生活介護について届け出る
場合は、本体施設である介護老人福祉施設又は地域密着型介護老人福祉施設における状況を記載すること。

①のうち常勤の者の総数（常勤換算）

勤続年数の状況

サービスを直接提供する者の総数（常
勤換算）

 1－5
31



（別紙１６）
令和　　年　　月　　日

① 人

② 人 →

③ 人 →

④ 人

⑤ 人 →

介護福祉士の割合

　常勤換算 人 →

日常生活継続支援加算に関する届出書
（介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設）

1　事 業 所 名

2　異 動 区 分 　1　新規　2　変更　3　終了

3　施 設 種 別 1　介護老人福祉施設　2　地域密着型介護老人福祉施設

4　届 出 項 目 　1　日常生活継続支援加算（Ⅰ）　2　日常生活継続支援加算（Ⅱ）

　5　入所者の
      状況及び介護
      福祉士の状況

入所者の状況
（下表については①を記載した場合は②若しくは③のいずれかを、
④を記載した場合は⑤を必ず記載すること。）

前６月又は前12月の新規新規入所者の
総数

①のうち入所した日の要介護状態区分が
要介護４又は要介護５の者の数

①に占める
②の割合が
７０％以上

有・無

①のうち入所した日の日常生活自立度が
ランクⅢ、Ⅳ又はⅤに該当する者の数

①に占める
③の割合が
６５％以上

備考１　要件を満たすことが分かる根拠書類を準備し、指定権者からの求めがあった場合には、
　　　速やかに提出してください。

備考２　①で前６月（前12月）の新規入所者の総数を用いる場合、②及び③については、当該前
　　　６月（前12月）の新規入所者の総数に占めるそれぞれの要件に該当する者の数を記載して
　　　ください。

有・無

入所者総数

①のうち社会福祉士及び介護福祉士法施
行規則第１条各号に掲げる行為を必要と
する者の数

④に占める
⑤の割合が
１５％以上

有・無

介護福祉士数

介護福祉士
数：入所者
数が１：６
以上

有・無

 1－6
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（別紙１６－２）
令和　　年　　月　　日

① 人

② 人 →

③ 人 →

④ 人

⑤ 人 →

介護福祉士の割合

　常勤換算 人 →

以下の①から④の取組をすべて実施していること。

① テクノロジーを搭載した機器について、少なくとも以下のⅰ～ⅲの項目の機器を使用

　ⅰ 入所者全員に見守り機器を使用

　ⅱ 職員全員がインカムを使用

　ⅲ 介護記録ソフト、スマートフォン等のICTを使用

　ⅳ 移乗支援機器を使用

　（導入機器）

　ⅰ 利用者の安全やケアの質の確保、職員の負担を軽減するための委員会を設置

　ⅱ 職員に対する十分な休憩時間の確保等の勤務・雇用条件への配慮

　ⅲ 機器の不具合の定期チェックの実施（メーカーとの連携を含む）

　ⅳ 職員に対するテクノロジー活用に関する教育の実施

③ ②のⅰの委員会で安全体制やケアの質の確保、職員の負担軽減が図られていることを確認

④ ケアのアセスメント評価や人員体制の見直しをPDCAサイクルによって継続して実施

テクノロジーの導入による日常生活継続支援加算に関する届出書

1　事 業 所 名

2　異 動 区 分 　1　新規　2　変更　3　終了

3　施 設 種 別 1　介護老人福祉施設　2　地域密着型介護老人福祉施設

4　届 出 項 目 　1　日常生活継続支援加算（Ⅰ）　2　日常生活継続支援加算（Ⅱ）

　5　入所者の
      状況及び介護
      福祉士の状況

入所者の状況
（下表については①を記載した場合は②若しくは③のいずれかを、④を記載した場
合は⑤を必ず記載すること。）

前６月又は前12月の新規新規入所者の総数

①のうち入所した日の要介護状態区分が要介護４又は要
介護５の者の数

①に占める②
の割合が７
０％以上

有・無

①のうち入所した日の日常生活自立度がランクⅢ、Ⅳ又
はⅤに該当する者の数

①に占める③
の割合が６
５％以上

有・無

入所者総数

①のうち社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第１条各
号に掲げる行為を必要とする者の数

④に占める
⑤の割合が
１５％以上

有・無

介護福祉士数

介護福祉士
数：入所者
数が１：７
以上

有・無

有・無

有・無

名　称

製造事業者

用　途

② 利用者の安全やケアの質の確保、職員の負担の軽減を図るため、以下のすべての項目に
　ついて、テクノロジー導入後、少なくとも３か月以上実施

有・無

有・無

有・無

有・無

有・無

有・無

備考１　要件を満たすことが分かる議事概要を提出すること。このほか要件を満たすことが分かる
　　　根拠書類を準備し、指定権者からの求めがあった場合には、速やかに提出すること。

備考２　５①で前６月（前12月）の新規入所者の総数を用いる場合、②及び③については、当該前６月
　　　（前12月）の新規入所者の総数に占めるそれぞれの要件に該当する者の数を記載すること。

備考３　６②ⅰの委員会には、介護福祉士をはじめ実際にケア等を行う多職種の職員が参画すること。

　6　テクノロ
　　ジーの使用
　　状況

有・無

有・無

 1－7
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（別紙２１）

　1　介護老人福祉施設

 配置医師緊急時対応加算に関する届出内容

配置医師名

連携する協力医療機関

配置医師緊急時対応加算に係る届出書

事 業 所 名

　1　新規　2　変更　3　終了

2　地域密着型介護老人福祉施設

異動等区分

施 設 種 別

協力医療機関名 医療機関コード

　④　②及び③の内容について届出を行っている。 有 ・ 無

備考１　配置医師については、「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについ
　　　て」（平成18年３月31日保医発0331002）別紙様式「特別養護老人ホーム等の施設の
　　　状況及び配置医師等について」に記載された配置医師を記載してください。
備考２　各要件を満たす場合については、それぞれ根拠となる（要件を満たすことがわかる）
         書類も提出してください。

　①　看護体制加算（Ⅱ）を算定している。 有 ・ 無

　②　入所者に対する注意事項や病状等の情報共有並びに、曜
　　日や時間帯ごとの配置医師又は協力医療機関との連絡方法
　　や診察を依頼するタイミング等について、配置医師又は協
　　力医療機関と施設の間で具体的な取り決めがなされている。

有 ・ 無

　③　複数名の配置医師を置いている、若しくは配置医と協力
　　医療機関の医師が連携し、施設の求めに応じて24時間対応
　　できる体制を確保している。

有 ・ 無

1－8
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（別紙２２） 令和　　年　　月　　日

以下について、該当する届出項目における必要事項を記載すること。

配置要件①　最低基準に加えて配置する人員が「0.9人配置」

① 入所（利用）者数

② 見守り機器を導入して見守りを行っている対象者数

③ ①に占める②の割合

→　 １０％以上

④ 導入機器

　

　

　

⑤ 導入機器の継続的な使用（９週間以上）

配置要件②　最低基準に加えて配置する人員が「0.6人配置」

① 入所（利用）者全員に見守り機器を使用

② 夜勤職員全員がインカム等のICTを使用 

③ 導入機器

　

　

　

ⅰ 利用者の安全やケアの質の確保、職員の負担を軽減するための委員会の設置

ⅱ 職員に対する十分な休憩時間の確保等の勤務・雇用条件への配慮

ⅲ 機器の不具合の定期チェックの実施（メーカーとの連携を含む）

ⅳ 職員に対するテクノロジー活用に関する教育の実施

ⅴ 夜間の訪室が必要な利用者に対する訪室の個別実施

備考１　配置要件②については、要件を満たすことが分かる議事概要を提出すること。このほか要件を満たすことが分かる

　　　根拠書類を準備し、指定権者からの求めがあった場合には、速やかに提出すること。

備考２　配置要件②の④ⅰの委員会には、夜勤職員をはじめ実際にケア等を行う多職種の職員が参画すること。

備考３　テクノロジーを導入した場合の介護老人福祉施設の夜間の人員配置基準（従来型）を適用する場合は、当該加算の
　　　職員に対しても情報共有できるよう、議事概要を作成して職員全体に周知すること。　配置要件②の「0.6人配置」を「0.8人配置」に読み替えるものとする。

テクノロジーの導入による夜勤職員配置加算に係る届出書

事 業 所 名

異動等区分 　1　新規　2　変更　3　終了

施 設 種 別
　1　介護老人福祉施設
　3　短期入所生活介護

2　地域密着型介護老人福祉施設

人

人

％ 有・無

名　称

製造事業者

用　途

有・無

⑥ 導入機器を安全かつ有効に活用するための委員会における、ヒヤリハット・
   介護事故が減少していることの確認、必要な分析・検討等

有・無

有・無

有・無

名　称

製造事業者

用　途

④ 利用者の安全やケアの質の確保、職員の負担の軽減を図るため、以下のすべての項目
　について、テクノロジー導入後、少なくとも３か月以上実施

有・無

有・無

有・無

有・無

有・無

⑤ ④ⅰの委員会で安全体制やケアの質の確保、職員の負担軽減が図られている
　ことを確認

有・無

1－9
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（別紙２３）

1 事業所名

2 異動区分 １　新規 ２　変更 ３　終了

１　介護老人福祉施設 ２　介護老人保健施設

３　看護小規模多機能型居宅介護

4 褥瘡マネジメントに関わる者

褥瘡マネジメントに関する届出書

褥瘡マネジメント
の状況

職　種 氏　名

医　　　師

3 施設種別

歯科医師

看　護　師

管 理 栄 養 士

介護支援専門員

※ 　「褥瘡マネジメントに関わる者」には、共同で褥瘡ケア計画を作成している者の職種及び氏名を記入
してくだい。

1－10
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健長第 ４１４１ 号 

平成２９年３月１５日 

 

指定介護老人福祉施設 管理者 

指定短期入所生活介護事業所 管理者      

指定通所介護事業所 管理者          殿 

指定特定施設入居者生活介護事業所 管理者 

 

 

山梨県福祉保健部健康長寿推進課長 

（公 印 省 略） 

 

 

生活相談員の資格要件について（通知） 

 

 

 日ごろ、本県の介護保険行政の推進にご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。 

 さて、指定介護老人福祉施設、指定短期入所生活介護事業所及び指定通所介護事業所に

おいて配置すべき生活相談員の資格要件につきましては、山梨県特別養護老人ホームの設

備及び運営の基準に関する条例第5条第2項に定める生活相談員の基準に準ずるものとして

取り扱っているところですが、今般、「社会福祉法第19条第１項各号のいずれかに該当する

者又は同等以上の能力を有すると認められる者」の具体的資格要件を下記のとおり定める

こととしますので、適切な職員の配置についてご配慮ください。 

 なお、特定施設入居者生活介護事業所における生活相談員の資格要件についても、特段

の規定はないが、生活相談員としての責務や業務内容において指定通所介護事業所等他の

事業所と同等であることから、同様の取扱としますので、ご留意ください。 

 

記 

 
１「社会福祉法第19条第１項各号のいずれかに該当する者」の資格要件 

 （１）社会福祉主事任用資格 
 （２）社会福祉士 
 （３）精神保健福祉士 
 
２「同等以上の能力を有すると認められる者」の資格要件 
（１）介護保険施設・事業所（福祉用具販売、貸与事業所は除く）において、計画の作成 

業務、又は相談援助業務の実務経験が通算 1年以上 
（２）（１）に該当しないが、介護福祉士資格又は介護支援専門員資格を有する者、若しく 

は実務者研修修了者のうち、介護保険施設・事業所（福祉用具販売、貸与事業所は除 
く）において、入所者・利用者の直接処遇に係る業務の実務経験が通算 3年以上。 
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テキスト ボックス
　参考資料　保険者により取扱が異なる場合もございます。　詳しくは各保険者にお問合せください。



３ 施行年月日 平成29年 4月 1日 
 
４ 経過措置 
  既に指定を受けている事業所において、平成29年 3月 31日までに生活相談員として
配置されていた者で本通知の資格要件に該当しない場合は、平成30年3月31日までの

間は生活相談員としての要件を満たすものとします。 

 

※この取扱に係るＱ＆Ａ等は、ＷＡＭネットの「県からのお知らせ」に掲載しております

ので、ご確認ください。 

 

 

 

 
問合せ先（下記サービスごとの問合せ先にお願いします。） 

 
指定介護老人福祉施設・指定短期入所生活介護事業所・ 
指定特定施設入居者生活介護事業所 

   健康長寿推進課介護サービス振興担当 ℡:055-223-1455 
 
指定通所介護事業所 
中北保健福祉事務所長寿介護課 ℡:055-237-1383 
峡東保健福祉事務所長寿介護課 ℡:0553-20-2796 
峡南保健福祉事務所長寿介護課 ℡:0556-22-8146 
富士・東部保健福祉事務所長寿介護課 ℡:0555-24-9043 
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Ｑ＆Ａ 

 

問１ 計画の作成業務、又は相談援助業務とは何か。 

 

答１ 計画の作成業務は、居宅サービス計画、介護予防サービス計画、訪問介 

護計画等の各サービス計画（ただし、福祉用具販売・貸与計画は含まない。） 

  の作成業務を指します。 

   相談援助業務は、介護保険法の指定又は開設許可を受けた介護サービス

事業所又は施設での生活相談員又は支援相談員としての業務を指します。 

 

問２ 介護支援専門員の資格は持っていないが、通所介護事業所で通所介護計

画の作成業務に携わっていた者は、計画の作成業務に従事していたと認め

られるか。 

 

答２ 介護支援専門員の資格を持っていない者でも、計画の作成業務の実務経

験がある者は、計画の作成業務に従事していたと認められます。 

 

問３ 実務経験年数についての確認方法は？ 

 

答３ その者の経歴書（別添参考様式）により判断します。 

 

問４ 経過措置期間内に指定有効期間満了日となる事業所において、新たな資

格要件に該当する生活相談員の配置が無い場合は、指定更新されないのか。 

 

答４ 指定更新が経過措置期間内であれば、指定更新は可能である。ただし、 

指定更新後、平成３０年４月１日からは、新たな資格要件に該当する生活 

相談員を配置する必要があります。 
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（参考様式）

勤　務　先　等 従事した業務の内容

 山梨県特別養護老人ホームに関する基準を定める条例（第５条第２項）
　　　生活相談員は、社会福祉法第１９条第１項各号のいずれかに該当する者
　　　又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
　

　１　「社会福祉法第１９条第１項各号のいずれかに該当する者」
　　・社会福祉主事任用資格
　　・社会福祉士
　　・精神保健福祉士

　２　「同等以上の能力を有すると認められる者」の要件
　　（１）介護保険施設・事業所（福祉用具販売、貸与事業所は除く）において、計画の作成業務、
 　　　　又は相談援助業務の実務経験が通算1年以上
　　（２）（１）に該当しないが、介護福祉士資格又は介護支援専門員資格を有する者、若しくは実務者
         研修修了者のうち、介護保険施設・事業所（福祉用具販売、貸与事業所は除く）において、
         入所者・利用者の直接処遇に係る業務の実務経験が通算3年以上

　　※１　　当該経歴書は、「同等以上の能力を有すると認められる者」に該当する者を生活相談員
　　　　　　  として配置する場合にのみ、提出してください。
　　※２　　職歴等の「従事した業務の内容」については、具体的な業務の内容を記載してください。
　　　　　　　例）入所者の生活相談業務、短期入所生活介護計画作成業務、通所介護事業所での介護業
務 等
　　※３　　資格又は修了した研修については、資格者証又は研修修了者証の写しを添付してください。

　　年　　　月

　　年　　　月

　　年　　　月

　　年　　　月　～　　　年　　　月

　　年　　　月　～　　　年　　　月

資格又は修了した研修

取　得　（修　了）時　期 資格又は修了した研修の名称

職　　　　　歴　　　　　等

期　　　間

　　年　　　月　～　　　年　　　月

　　年　　　月　～　　　年　　　月

　　年　　　月　～　　　年　　　月

氏　　　名

該当する資格要件に○を付す。
　「同等以上の能力を有すると認められる者」の資格要件

（１）介護保険施設・事業所（福祉用具販売、貸与事業所は除く）において、計画の作成業務、
　　　又は相談援助業務の実務経験が通算1年以上

（２）（１）に該当しないが、介護福祉士資格又は介護支援専門員資格を有する者、若しくは
     実務者研修修了者のうち、介護保険施設・事業所（福祉用具販売、貸与事業所は除く）
     において、入所者・利用者の直接処遇に係る業務の実務経験が通算3年以上

生　活　相　談　員　　　経　歴　書

事業所 ・ 施設
名称

フリガナ
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607 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 

個別サービスの質に関する事項 
確認項目 確認文書 

設
備 

設備 
（第132条、第160
条） 

・平面図に合致しているか【目視】 
・使用目的に沿って使われているか【目視】 
 

・平面図 

運
営 

内容及び手続の説明
及び同意 
（第 3 条の 7） 
 
 

・入所（入居）申込者又はその家族への説
明と同意の手続きを取っているか 
・重要事項説明書の内容に不備等はないか 

・重要事項説明書 
（入所（入居）申込
者又は家族の同意があ
ったことがわかるもの） 
・入所契約書 

入退所 
（第 134 条） 

・サービスを受ける必要性が高いと認められる
入所（入居）申込者を優先的に入所させて
いるか 
・入所（入居）者の心身の状況、生活歴、
病歴等の把握に努めているか 
・入所（入居）者が居宅において日常生活
を営むことができるか、多職種（生活相談
員、介護職員、看護職員、介護支援専門員
等）で定期的に協議・検討しているか 

・アセスメントシート 
・モニタリングシート 
・地域密着型施設サー
ビス計画 
・入所検討委員会会議
録 

サービス提供の記録 
（第 135 条） 

・地域密着型施設サービス計画にある目標を
達成するための具体的なサービスの内容が記
載されているか 
・日々のサービスについて、具体的な内容や入
所（入居）者の心身の状況等を記録してい
るか 

・サービス提供記録 
・業務日誌 
・モニタリングシート 

指定地域密着型介
護老人福祉施設入
所者生活介護の取扱
方針 
（第137条、第162
条） 

・生命又は身体を保護するため、緊急やむを 
得ない場合を除き、身体的拘束等（身体拘 
束その他利用者の行動を制限する行為を含 
む）を行っていないか 
・身体的拘束等の適正化を図っているか（身 
体的拘束等を行わない体制づくりを進める策 
を講じているか） 
・やむを得ず身体的拘束等をしている場合、 
家族等に確認をしているか 

・身体的拘束等廃止に
関する（適正化のため
の）指針 
・身体的拘束等の適正
化検討委員会名簿 
・身体的拘束の適正化
検討委員会議事録 
・（身体的拘束等があ
る 場 合 ） 入 所 （ 入
居）者の記録、家族へ
の確認書 

地域密着型施設サー
ビス計画の作成 
（第 138 条） 

・入所（入居）者の心身の状況、希望等を
踏まえて地域密着型施設サービス計画が立て
られているか 
・アセスメントを適切に行っているか 
・サービス担当者会議等により専門的意見を
聴取しているか 
・地域密着型施設サービス計画を本人や家
族に説明し、同意を得ているか 
・地域密着型施設サービス計画に基づいたケ
アの提供をしているか 
・目標の達成状況は記録されているか 
・達成状況に基づき、新たな地域密着型施
設サービス計画が立てられているか 
・定期的にモニタリングを行っているか 
 

・地域密着型施設サー
ビス計画（入所（入
居）者又は家族の同
意があったことがわかるも
の） 
・アセスメントシート 
・サービス提供記録 
・モニタリングシート 
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個別サービスの質に関する事項 

確認項目 確認文書 
運
営 

介護 
（第139条、第163
条） 
 

・入浴回数は適切か、褥瘡予防体制は整備
されているか 

・サービス提供記録／
業務日誌 

栄養管理 
（第 143 条の 2）  
 

・各入所（入居）者の状態に応じた栄養管
理を計画的に行っているか。 

・栄養ケア計画 
・栄養状態の記録 

口腔衛生の管理 
（第 143 条の 3） 
 

・各入所（入居）者の状態に応じた口腔衛
生の管理を計画的に行っているか。 

・口腔衛生の管理計画 
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個別サービスの質を確保するための体制に関する事項 
確認項目 確認文書 

人
員 

従業者の員数 
（第 131 条） 

・入所（入居）者に対し、従業者の員数は
適切であるか 
・必要な専門職が揃っているか 
・専門職は必要な資格を有しているか 

・勤務実績表／タイムカ
ード 
・勤務体制一覧表 
・従業者の資格証 

運
営 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

受給資格等の確認 
（第 3 条の 10） 
 

・被保険者資格、要介護認定の有無、要介
護認定の有効期限を確認しているか 

・介護保険番号、有効
期限等を確認している
記録等 

利用料等の受領 
（第136条、第161
条） 

・入所（入居）者からの費用徴収は適切に
行われているか 

・領収書を発行しているか 
・医療費控除の記載は適切か 

・請求書 
・領収書 

入所者の入院期間中
の取扱い 
（第 145 条） 

・概ね 3 か月以内に退院することが明らかに見
込まれるときに適切な便宜を供与しているか 
 

・サービス提供記録／
業務日誌 

緊急時等の対応 
（第 145 条の 2） 

・緊急時対応マニュアル等が整備されているか 
・緊急事態が発生した場合、速やかに配置医
師と連携をとっているか 

・緊急時対応マニュアル 
・サービス提供記録 

管理者による管理 
（第 146 条） 

・管理者は常勤専従か、他の職務を兼務して
いる場合、兼務体制は適切か 

・管理者の雇用形態が
分かる文書 
・管理者の勤務実績表
／タイムカード 

運営規程 
（第148条、第166
条） 

・運営における以下の重要事項について定め
ているか 
 1.施設の目的及び運営の方針 
 2.従業者の職種、員数及び職務の内容 
 3.入所定員 
 4.入所者に対する指定地域密着型介護福
祉施設入所者生活介護の内容及び利用
料、その他の費用の額 
 5.施設の利用に当たっての留意事項 
 6.緊急時等における対応方法 
 7.非常災害対策 
 8.虐待の防止のための措置に関する事項 
9.その他施設の運営に関する重要事項 

（ユニット型） 
1.施設の目的及び運営の方針 
2.従業者の職種、員数及び職務の内容 
3.入居定員 
4.ユニットの数及びユニットごとの入居定員 
5.入居者に対する指定地域密着型介護福

祉施設入所者生活介護の内容及び利用料
その他の費用の額 
 6.施設の利用に当たっての留意事項 
 7.緊急時等における対応方法 
 8.非常災害対策 
 9.虐待の防止のための措置に関する事項 
10.その他施設の運営に関する重要事項 
 

・運営規程 
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個別サービスの質を確保するための体制に関する事項 
確認項目 確認文書 

運
営 

勤務体制の確保等 
（第149条、第167
条） 

・サービス提供は施設の従業者によって行われ
ているか 
・入所（入居）者の処遇に直接影響する業
務を委託していないか 
・資質向上のために研修の機会を確保してい
るか 
・認知症介護に係る基礎的な研修を受講さ
せるため必要な措置を講じているか 
・性的言動、優越的な関係を背景とした言動
による就業環境が害されることの防止に向けた
方針の明確化等の措置を講じているか 
 

・雇用の形態（常勤・
非常勤）がわかる文書 
・研修計画、実施記録 
・方針、相談記録 

業務継続計画の策定
等 
（第3条の30の2） 

・感染症、非常災害発生時のサービスの継続
実施及び早期の業務再開の計画（業務継
続計画）の策定及び必要な措置を講じてい
るか。 
・従業者に対する計画の周知、研修及び訓
練を実施しているか 
・計画の見直しを行っているか 

・業務継続計画 
・研修及び訓練計画、
実施記録 

定員の遵守 
（第150条、第168
条） 

・入所定員（又はユニット毎の入居定員）を
上回っていないか 
 
 

・業務日誌 
・国保連への請求書控
え 

非常災害対策 
（第 32 条） 

・非常災害（火災、風水害、地震等）対応
に係るマニュアルがあるか 
・非常災害時の連絡網等は用意されているか 
・防火管理に関する責任者を定めているか 
・避難・救出等の訓練を実施しているか 

・非常災害時対応マニ
ュアル（対応計画） 
・運営規程 
・避難・救出等訓練の
記録 
・通報、連絡体制 
・消防署への届出 
・消防用設備点検の記
録 

衛生管理等 
（第 151 条） 

・必要に応じて衛生管理について、保健所の
助言、指導を求め、密接な連携を保っている
か 
・感染症又は食中毒の予防及びまん延の防
止のための対策を講じているか 
・感染症又は食中毒の予防及びまん延の防
止のための対策を検討する委員会を 3 か月に
1 回開催しているか 
 

・感染症及び食中毒の
予防及びまん延防止の
ための対策を検討する
委員会名簿、委員会の
記録 
・感染症及び食中毒の
予防及びまん延の防止
のための指針 
・感染症及び食中毒の
予防及びまん延の防止
のための研修の記録及
び訓練の記録 

秘密保持等 
（第 153 条） 

・個人情報の利用に当たり、入所（入居）
者から同意を得ているか 
・退職者を含む、従業者が入所（入居）者
の秘密を保持することを誓約しているか 

・個人情報同意書 
・従業者の秘密保持誓
約書 

広告 
（第 3 条の 34） 

・広告は虚偽又は誇大となっていないか ・パンフレット／チラシ 
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個別サービスの質を確保するための体制に関する事項 
確認項目 確認文書 

運
営 

苦情処理 
（第 3 条の 36） 

・苦情受付の窓口があるか 
・苦情の受付、内容等を記録、保管している
か 
・苦情の内容を踏まえたサービスの質向上の
取組を行っているか 

・苦情の受付簿 
・苦情者への対応記録 
・苦情対応マニュアル 

地域との連携等 
（第 34 条） 

・運営推進会議をおおむね２月に１回以上
開催しているか 
・運営推進会議において、活動状況の報告を
行い、評価を受けているか 
・運営推進会議で上がった要望や助言が記
録されているか 
・運営推進会議の会議録が公表されているか 

・運営推進会議の記録 

事故発生の防止及び
発生時の対応 
（第 155 条） 

・事故が発生した場合の対応方法は定まって
いるか 
・市町村、家族等に報告しているか 
・事故状況、対応経過が記録されているか 
・損害賠償すべき事故が発生した場合に、速
やかに賠償を行うための対策を講じているか 
・再発防止のための取組を行っているか 
・事故発生の防止のための委員会及び従業
者に対する研修を定期的に行っているか 
・上記の措置を適切に実施するための担当者
を設置しているか 

・事故発生の防止のた
めの指針 
・事故対応マニュアル 
・市町村、家族等への
報告記録 
・再発防止策の検討の
記録 
・ヒヤリハットの記録 
・事故発生防止のため
の委員会議事録 
・研修の記録 
・担当者を設置したこと
が分かる文書 

虐待の防止 
（第3条の38の2） 
 

・虐待の発生・再発防止のための対策を検討
する委員会を定期的に開催し、従業者に周
知しているか 
・虐待の発生・再発防止の指針を整備してい
るか 
・従業者に対して虐待の発生・再発防止の研
修及び訓練を実施しているか 
・上記の措置を適切に実施するための担当者
を設置しているか 
 

・委員会の開催記録 
・虐待の発生・再発防
止の指針 
・研修及び訓練計画、
実施記録 
・担当者を設置したこと
が分かる文書 

注 1）（ ）は指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成 18 年
厚生労働省令第 34 号）の該当条項 

注 ２）指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令
（令和 3 年厚生労働省令第 9 号）附則により施行期日の定めがある事項に係る確認項目及
び確認文書の取扱いは次のとおりとする。 

 
 「栄養管理」、「口腔衛生の管理」、「運営規程」のうち虐待の防止のための措置に関する事項、 
「勤務体制の確保」のうち認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるため必要な措置に関する 
事項、「業務継続計画の策定等」、「衛生管理等」のうち感染症及び食中毒の予防及びまん延の 
防止のための訓練に関する事項、「虐待の防止」 

令和 6 年 4 月 1 日より適用（令和 6 年 3 月 31 日までは努力義務）
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事  務  連  絡 
平成１８年１２月１日 

 

 

各 都道府県介護保険担当部（局）担当者 様 

 

 

介護保険制度下での居宅サービス等の対価に係る医療費控除の 

取扱いについて 

 

 

 在宅介護サービスの対価に係る医療費控除の取扱いについては、その基本的考え方に 

変更ありませんが、新たなサービス類型の創設に伴い、「介護保険制度下での居宅サービ

スの対価にかかる医療費控除の取扱いについて」（平成１２年６月１日老発第５０９号）

に基づく取扱いについて、平成１８年４月サービス分より別添のとおりとしますので、 

貴都道府県内（区）市町村（政令市、中核市も含む）、関係団体、関係機関等にその周知

徹底を図るとともに、その運用に遺憾なきよう、よろしくお願いいたします。 

 

 

（参考） 

・介護保険制度改正に伴う医療費控除の取扱い 

 

 

 

 

厚生労働省老健局総務課 

                             企画法令係 

（電話番号） 

０３（５２５３）１１１１（代） 

内線 ３９０９ 

０３（３５９１）０９５４（直通） 
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(別添) 

 

介護保険制度下での居宅サービス等の対価に係る医療費控除の取扱いについては、下 

記のとおりとする。 

 

１ 対象者 

  次の(1)及び(2)のいずれの要件も満たす者 

 (1) 介護保険法（平成 9 年法律第 123 号。以下「法」という。）第 8 条第 21 項に規定

する居宅サービス計画（介護保険法施行規則（平成 11 年厚生省令第 36 号。以下「規

則」という。）第 64 条第１号ニに規定する指定居宅サービスの利用に係る計画（市

町村への届出が受理されているものに限る。）及び第 65 条の 4第 1号ハに規定する

指定地域密着型サービスの利用に係る計画（市町村への届出が受理されているもの

に限る。）を含む。以下、「居宅サービス計画」という。）又は法第 8条の 2第 18

項に規定する介護予防サービス計画（規則第 83 条の 9第 1号ニに規定する指定介護

予防サービスの利用に係る計画（市町村への届出が受理されているものに限る。）

及び第85条の2第１号ハに規定する指定地域密着型介護予防サービスの利用に係る

計画（市町村への届出が受理されているものに限る。）を含む。以下、「介護予防

サービス計画」という。）に基づき、居宅サービス、介護予防サービス、地域密着

型サービス又は地域密着型介護予防サービス（以下「居宅サービス等」という。）

を利用すること。 

 (2) (1)の居宅サービス計画又は介護予防サービス計画に、次に掲げる居宅サービス又

は介護予防サービスのいずれかが位置付けられること。 

  （居宅サービス） 

   イ 法第 8 条第 4 項に規定する訪問看護 

   ロ 法第 8 条第 5 項に規定する訪問リハビリテーション 

   ハ 法第 8 条第 6 項に規定する居宅療養管理指導 

   ニ 法第 8 条第 8 項に規定する通所リハビリテーション 

   ホ 法第 8 条第 10 項に規定する短期入所療養介護 

  （介護予防サービス） 

   ヘ 法第 8 条の 2 第 4 項に規定する介護予防訪問看護 

   ト 法第 8 条の 2 第 5 項に規定する介護予防訪問リハビリテーション 

   チ 法第 8 条の 2 第 6 項に規定する介護予防居宅療養管理指導 

   リ 法第 8 条の 2 第 8 項に規定する介護予防通所リハビリテーション 

   ヌ 法第 8 条の 2 第 10 項に規定する介護予防短期入所療養介護 

   (注) イ及びヘについては、老人保健法及び医療保険各法の訪問看護療養費の支給

に係る訪問看護を含む。 

 

２ 対象となる居宅サービス等 

  １の(2)に掲げる居宅サービス又は介護予防サービスと併せて利用する次に掲げる居

宅サービス等 
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 (1) 法第 8 条第 2 項に規定する訪問介護 

    ただし、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成 12 年厚生

省告示第 19 号）別表指定居宅サービス介護給付費単位数表１訪問介護費ロに掲げる

生活援助が中心である場合を除く。 

 (2) 法第 8 条第 3 項に規定する訪問入浴介護 

 (3) 法第 8 条第 7 項に規定する通所介護 

 (4) 法第 8 条第 9 項に規定する短期入所生活介護 

 (5) 法第 8 条第 15 項に規定する夜間対応型訪問介護 

 (6) 法第 8 条第 16 項に規定する認知症対応型通所介護 

 (7) 法第 8 条第 17 項に規定する小規模多機能型居宅介護 

 (8) 法第 8 条の 2 第 2 項に規定する介護予防訪問介護 

 (9) 法第 8 条の 2 第 3 項に規定する介護予防訪問入浴介護 

 (10) 法第 8 条の 2 第 7 項に規定する介護予防通所介護 

 (11) 法第 8 条の 2 第 9 項に規定する介護予防短期入所生活介護 

 （12） 法第 8 条の 2 第 15 項に規定する介護予防認知症対応型通所介護 

 （13） 法第 8 条の 2 第 16 項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護 

   (注) １の(2)のイからヌに掲げる居宅サービス等に係る費用については、１の対象

者の要件を満たすか否かに関係なく、利用者の自己負担額全額が医療費控除の

対象となる。 

   

３ 対象費用の額 

  ２に掲げる居宅サービス等に要する費用（法第 41 条第 4 項第 1 号若しくは第 2 号、

第 42 条の 2第 2項第 1号若しくは第 2号、第 53 条第 2項第 1号若しくは第 2号又は第

54 条の 2 第 2 項第 1 号若しくは第 2 号に規定する「厚生労働大臣が定める基準により

算定した費用の額」をいう。）に係る自己負担額（次に掲げる場合の区分に応じ、それ

ぞれ次に定める額） 

  (1) 指定居宅サービスの場合 

     指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成 11 年厚生

省令第 37 号）第 2 条第 4 号に規定する居宅介護サービス費用基準額から法第 41
条第 4 項に規定する居宅介護サービス費の額を控除した額 

  （2) 指定介護予防サービスの場合 

     指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サー

ビス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成 18 年厚生

労働省令第 35 号）第 2 条第 4 号に規定する介護予防サービス費用基準額から法第

53 条第 2 項に規定する介護予防サービス費の額を控除した額 

  （3) 基準該当居宅サービス及び基準該当介護予防サービスの場合 

     それぞれ指定居宅サービス及び指定介護予防サービスの場合に準じて算定した

利用者の自己負担額 

  (4) 指定地域密着型サービスの場合 

     指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成 18 年
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厚生労働省令第 34 号）第 2 条第 4 号に規定する地域密着型介護サービス費用基準

額から法第 42 条の 2 第 2 項に規定する地域密着型介護サービス費の額を控除した

額 

  （5) 指定地域密着型介護予防サービスの場合 

     指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域

密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準（平成 18 年厚生労働省令第 36 号）第 2 条第 4 号に規定する地域密着型介護予

防サービス費用基準額から法第 54 条の 2 第 2 項に規定する地域密着型介護予防サ

ービス費の額を控除した額 

 

４ 領収証 

法第 41 条第 8項（第 42 条の 2第 9項、第 53 条第 7項及び第 54 条の 2第 9項におい

て準用する場合を含む。)及び規則第 65 条（第 65 条の 5、第 85 条及び第 85 条の 4 に

おいて準用する場合を含む。）に規定する領収証に、３の対象費用の額を記載する。（別

紙様式参照） 
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（様式例） 

居宅サービス等利用料領収証 
（平成 年 月分）

利用者氏名  
費用負担者氏名  続柄  

事業所名及び住所等 
                       印 
（住所：                      ） 

居宅サービス計画又は介護予

防サービス計画を作成した居

宅介護支援事業者等の名称 
 

No. サービス内容/種類 単価 
回数

日数
利用者負担額（保険対象分） 

①    円

②    円

③    円

④    円

⑤    円

No. 
その他費用（保険給付対象外の

サービス） 
単価 

回数

日数
利用者負担額 

①    円

②    円

③    円

領 収 額          円 

うち医療費控除の対象となる金額          円 

領収年月日 
平成  年  月  日 

（注）１ 本様式例によらない領収証であっても、「居宅サービス計画又は介護予防サービス計画を作成した事業者名」

及び「医療費控除の対象となる金額」が記載されたものであれば差し支えありません。 

     なお、利用者自らが居宅サービス計画又は介護予防サービス計画を作成し、市町村に届出が受理されている

場合においては、「居宅サービス計画又は介護予防サービス計画を作成した居宅支援事業者等の名称」欄に当

該市町村名を記入してください。 

   ２ サービス利用料が区分支給限度基準額又は種類支給限度基準額を超える部分の金額については、「その他費

用（保険給付対象外のサービス）」欄に記載してください。 

   ３ 訪問介護事業者にあっては、「うち医療費控除の対象となる金額」欄には、利用者負担額（保険対象分）の

うち生活援助中心型に係る訪問介護以外のサービスに係る利用者負担額（保険対象分）の合計額を記載してく

ださい。 

   ４ この領収証を発行する居宅サービス等事業者が、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、

通所リハビリテーション、短期入所療養介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予

防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション又は介護予防短期入所療養介護を提供している場合に

は、これらのサービスに係る利用料についてもあわせて記入してください。 

   ５ 医療費控除を受ける場合、この領収証を確定申告書に添付するか、確定申告の際に提示してください。 

別紙様式 
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事  務  連  絡 
平成１８年１２月１日 

 
 
各 都道府県介護保険担当部（局）担当者 様 
 
 

 

介護保険制度下での指定介護老人福祉施設の施設サービス等の対価に係る

医療費控除の取扱いについて 

 

 

 介護保険制度下での指定介護老人福祉施設の施設サービスの対価に係る医療

費控除の取扱いについては、その基本的考え方に変更ありませんが、地域密着

型介護老人福祉施設の創設に伴い、所得税法施行規則の一部を改正する省令（平

成１８年財務省令第６４号）及び地方税法施行規則の一部を改正する省令（平

成１８年総務省令第１３１号）により、指定地域密着型介護老人福祉施設の地

域密着型サービスに係る対価のうち一定の金額について新たに医療費控除の対

象とされたところです。 

ついては、「介護保険制度下での指定介護老人福祉施設の施設サービスの対

価に係る医療費控除の取扱いについて」（平成１２年６月１日老発第５０８号）

に基づく取扱いについて平成１８年４月サービス分より別添のとおりとします

ので、貴都道府県内（区）市町村（政令市、中核市も含む）、関係団体、関係

機関等にその周知徹底を図るとともに、その運用に遺憾なきよう、よろしくお

願いいたします。 

 

 

 

 

厚生労働省老健局総務課 

                                               企画法令係 

（電話番号） 

０３（５２５３）１１１１（代表） 

内線 ３９０９ 

０３（３５９１）０９５４（直通） 
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別添 

 

介護保険制度下での指定介護老人福祉施設の施設サービス等の対価に係る医

療費控除の取扱いについては下記のとおりとする。 

 

１ 対象者 

  要介護 1～5の要介護認定を受け、指定地域密着型介護老人福祉施設又は指

定介護老人福祉施設に入所する者。 

 

２ 対象費用の額 

  介護費（介護保険法（平成 9 年法律第 123 号。以下「法」という。）第 42

条の 2第 2項第 2号及び第 48 条第 2項に規定する「厚生労働大臣が定める基

準により算定した費用の額」をいう。）に係る自己負担額、食費に係る自己

負担額（指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

（平成 18 年厚生労働省令第 34 号）第 136 条第 3 項第 1 号及び第 161 条第 3

項第 1号並びに指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 (平

成 11 年厚生省令第 39 号）第 9条第 3項第 1号及び第 41 条第 3項第 1号に規

定する「食事の提供に要する費用」をいう。）及び居住費に係る自己負担額

（指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第 136

条第 3 項第 2 号及び第 161 条第 3 項第 2 号並びに指定介護老人福祉施設の人

員、設備及び運営に関する基準第 9条第 3項第 2号及び第 41 条第 3項第 2号

に規定する「居住に要する費用」をいう。）として支払った額の 2 分の 1 に

相当する金額。 

 

３ 領収証 

法第 42 条の 2第 9項及び第 48 条第 7項において準用する法第 41 条第 8項

並びに介護保険法施行規則（平成 11 年厚生省令第 36 号。以下「規則」とい

う。）第 65 条の 5において準用する規則第 65 条及び規則第 82 条に規定する

領収証に、２の対象費用の額を記載する。（別紙様式参照） 
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（様式） 

指定介護老人福祉施設等利用料等領収証 
（平成 年 月 日）

利用者氏名  
費用負担者氏名  続柄  

施設事業者名 
及び住所等 

社会福祉法人 
特別養護老人ホーム               印 

項 目 単 価 数量 金 額（利用料） 

① 介護費    

② 食費    

③ 居住費    

④ 特別食負担    

⑤ 特別居住負担    

⑥     

⑦     

⑧     

⑨     

領 収 額          円 

うち医療費控除の対象となる金額 
（①＋②＋③）×１／２          円 

領収年月日 
平成  年  月  日 

（注）１ 「事業者名及び住所等」の欄には、市（区）町村が提供する場合には、その自治体名

を記入してください。 
   ２ ①介護費の単価及び数量については適宜基本介護サービス費、各種加算の内訳を記載

してください。 
   ３ ①、②及び③の合計額の１／２（二重下線の額）が医療費控除の対象となります。 
   ４ 医療費控除を受ける場合、この領収証を確定申告書に添付するか、確定申告の際に提

示してください。 

 

別紙様式 
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